
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

公

告

○
福
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
の
運
用
状
況
を

公
表
す
る
件

一

○
福
島
県
情
報
公
開
条
例
に
よ
り
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
公
表
す
る
件

三

福
島
県
議
会

○
福
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
に
よ
り
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
公
表
す
る

件

六

公

告

公
告
第
百
六
十
七
号

福
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
六
年
福
島
県
条
例
第
七
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
)

第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
各
実
施
機
関
の
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等

の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
１

保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
等
の
状
況

⑴
受
付
窓
口
別
の
内
訳

（単
位
件

）

文
書
に
よ
る

口
頭
に
よ
る

区
分

合
計

開
示

請
求

開
示
請
求

県
政
情
報
セ
ン
タ

46

1,604

1,650

ー

県
政
情
報
コ
ナ

9

0

9

ー
ー

出
先
機
関
窓
口

120

8,783

8,903

警
察
情
報
セ
ン
タ

30

0

30

ー

合
計

205

10,387

10,592

注
１

文
書
に
よ
る
開
示
請
求

と
は

条
例
第

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報

「
」

、
に
対
す
る
請
求
書
に
よ
る
開
示
請
求
を
い
う

（以
下
同
じ

）

。
。

２

「口
頭
に
よ
る
開
示
請
求

」と
は

条
例
第

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
り
行

、
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
保
有
個
人
情
報
に
対
す
る
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
を
い
う

（以
下
同
じ

）

。
。

３

「県
政
情
報
セ
ン
タ

」と
は

県
庁
西
庁
舎
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う

ー
、

。
４

「県
政
情
報
コ

ナ

」と
は

県
中

県
南

会
津

南
会
津

相
双
及
び
い
わ
き
の

ー
ー

、
、

、
、

、
各
地
方
振
興
局
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
。

５

「出
先
機
関
窓
口

」と
は

伊
達

二
本
松

三
春

棚
倉
及
び
喜
多
方
の
各
合
同
庁
舎

、
、

、
、

内
に
所
在
す
る
各
出
先
機
関
並
び
に
単
独
の
出
先
機
関
並
び
に
公
立
大
学
法
人
に
お
け
る
窓

口
を
い
う
。

６

「警
察
情
報
セ
ン
タ

」と
は

県
警
察
相
談
セ
ン
タ

に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う

ー
、

ー
。

７
本
庁
担
当
課
に
よ
る
受
付
は

「県
政
情
報
セ
ン
タ

」の
区
分
に
含
め
る

、
ー

。
※

条
例
第

条
第
１
項
の
訂
正
請
求

条
例
第

条
の
４
第
１
項
の
利
用
停
止
請
求
及
び
条

、
例
第

条
の
苦
情
の
申
出
に
つ
い
て
の
実
績
は
な
か
っ
た
。

⑵
実
施
機
関
別
の
内
訳

（単
位
件

）

文
書
に
よ
る

口
頭
に
よ
る

実
施
機
関
の
区
分

合
計

開
示
請
求

開
示
請
求

知
事

直
轄

0

0

0

総
務

部

2

54

56

企
画
調
整
部

0

0

0

知
生
活
環
境
部

0

0

0

保
健
福
祉
部

6

48

54

───────────────────────────────────────────────────────────
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平成26年５月30日 金曜日 福 島 県 報 号外第25号 2
商
工
労
働
部

4

49

53

農
林
水
産
部

3

1

4

土
木

部

5

0

5

事
出

納
局

0

0

0

企
業

局

0

0

0

小
計

20

152

172

議
会

0

0

0

教
育

委
員

会

19

9,419

9,438

公
安

委
員

会
0

0

0

警
察

本
部

長

30

0

30

選
挙
管
理
委
員
会

0

0

0

監
査

委
員

0

0

0

人
事

委
員

会

5

370

375

労
働

委
員

会

0

0

0
収

用
委

員
会

0

0

0

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

0

0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

0

0

0

病
院
事
業
管
理
者

6

0

6

公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大
学

125

258

383

公
立
大
学
法
人
会
津
大
学

0

188

188

合
計

205

10,387

10,592

２
文
書
に
よ
る
開
示
請
求
に
対
す
る
決
定
等
の
状
況

⑴
決
定
等
の
状
況

（単
位
件

）

決
定

等
区

分
件

数

開
全

部
開

示

89

一
部

開
示

94

示
小

計

183

不
開

示

8

う
ち
公
文
書
の
不
存
在

7

取
下

げ

13

却
下

1

合
計

205

⑵
不
開
示
理
由
の
内
訳

（単
位
件

）

条
例
第
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
の
区
分

一
部
開
示

不
開
示

合
計

第
１
号

（法
令
秘
情
報

）

0

0

0

第
２
号

（本
人
不
利
益
情
報

）

0

0

0

第
３
号

（開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
に
関
す
る
情

93

1

94

報

）

第
４
号

（法
人
等
の
事
業
に
関
す
る
情
報

）

0

0

0

───────────────────────────────────────────────────────────
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平成26年５月30日 金曜日 福 島 県 報 号外第25号3

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第
５
号

（個
人
の
評
価
等
事
務
に
関
す
る
情
報

)

1

0

1

第
６
号

（犯
罪
捜
査
等
情
報

）

10

0

10

第
７
号

（審
議
検
討
及
び
協
議
に
関
す
る
情
報

）

2

0

2

、

第
８
号

（事
務
又
は
事
業
に
関
す
る
情
報

）

9

0

9

合
計

115

1

116

注
事
案
に
よ
り
複
数
の
不
開
示
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め

合
計
数
は
一
部
開
示
及

、
び
不
開
示

（公
文
書
の
不
存
在
を
除
く

）の
決
定
件
数
の
合
計
と
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る

。
。

３
不
服
申
立
て
の
状
況

況
は

次
の
と
お
り
で
あ
る

、
。

⑴
件
数

（単
位
件

）

不
服

申
立

て
決

定

前
年
度
か
ら
の
当
該
年
度
中
に

一
部

却
下
棄
却
認
容

小
計

繰
越
件
数
あ
っ
た
新
規
件
数

認
容

0

2

0

0

0

1

1

0

1

⑵
件
名
等

申
立
て
年
月
日

件
名

決
定
等
の
区
分

平
成
年
４
月
５
日
付
け
で
な
さ
れ
た
自
己
情
報
開
示

一
部
認
容

請
求
の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成

25年

11月

26日付
け
で
な
さ
れ
た
自
己
情
報
開
示

請
求
の
開
示
決
定
及
び
不
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申

審
理

中
立
て

４
事
業
者
に
対
す
る
説
明
等
の
要
求
等
の
状
況

（単
位
件

）

説
明
等
の
要
求

是
正
の
勧
告

事
実
の
公
表

苦
情
相
談
処
理

0

0

0

5

（
文
書
法
務
課
）

公
告
第
百
六
十
八
号

福
島
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う

）
第
三
十

。

四
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
各
実
施
機
関
の
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

１
公
文
書
の
開
示
請
求
の
状
況

⑴
受
付
窓
口
別
の
内
訳

（単
位
件

）

区
分

請
求

件
数

県
政
情
報
セ
ン
タ

ー

7,952

県
政
情
報
コ

ー

ナ

ー

1,221

出
先

機
関

窓
口

900

警
察
情
報
セ
ン
タ

ー

220

合
計

10,293

注
１

「請
求

」と
は

条
例
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
公
文
書
の
開
示
の
請
求
を
い
う

（以
下
同

、
じ

）

。
。

２

「県
政
情
報
セ
ン
タ

」と
は

県
庁
西
庁
舎
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う

ー
、

。
３

「県
政
情
報
コ

ナ

」と
は

県
中

県
南

会
津

南
会
津

相
双
及
び
い
わ
き
の

ー
ー

、
、

、
、

、
各
地
方
振
興
局
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
。

４
「出

先
機
関
窓
口

」と
は

伊
達

二
本
松

三
春

棚
倉
及
び
喜
多
方
の
各
合
同
庁
舎

、
、

、
、

内
に
所
在
す
る
各
出
先
機
関
並
び
に
単
独
の
出
先
機
関
並
び
に
公
立
大
学
法
人
の
窓
口
を
い

う
。

５

「警
察
情
報
セ
ン
タ

」と
は

県
警
察
相
談
セ
ン
タ

に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う

ー
、

ー
。

行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
37年

法
律
第
160号

)
に
基
づ
く
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
等
の
状

取
下
げ
審
理
中

平
成
25年

５
月
31日

平
成
25年

12月
17日

2525
11

26

ーーー

ー
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⑵

実
施
機
関
別
の
内
訳

（単
位
件

）

実
施
機
関
の
区
分

請
求

件
数

知
事

直
轄

410

知
総

務
部

272

企
画

調
整

部

135

生
活

環
境

部

2,598

保
健

福
祉

部

2,596

商
工

労
働

部

150

農
林

水
産

部

229

土
木

部

1,800

出
納

局

10

事
企

業
局

29

小
計

8,229

教
育

委
員

会
329

公
安

委
員

会
0

警
察

本
部

長

220

選
挙

管
理

委
員

会

95

監
査

委
員

0

人
事

委
員

会

26

労
働

委
員

会

1

収
用

委
員

会

3

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

0

病
院

事
業

管
理

者

5

公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大
学

1,384

公
立
大
学
法
人
会
津
大
学

1

合
計

10,293

２
公
文
書
の
開
示
の
決
定
等
の
状
況

⑴
決
定
等
の
状
況

（単
位
件

）

決
定

等
区

分
件

数

開
全

部
開

示

4,353

一
部

開
示

5,172

示
小

計

9,525

不
開

示

688

う
ち
公
文
書
の
不
存
在

626

請
求

の
取

下
げ

80

却
下

0

合
計

10,293

⑵
不
開
示
理
由
の
内
訳
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（単
位
件

）

条
例
第
７
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
区
分

一
部
開
示

不
開
示

合
計

条
例
第
７
条
第
１
号
法
令
秘
情
報
又
は
旧
条

0

12

12

例
第
６
条
第
１
号

条
例
第
７
条
第
２
号
個
人
情
報
又
は
旧
条
例

2,048

15

2,063

第
６
条
第
２
号

条
例
第
７
条
第
３
号
事
業
情
報
又
は
旧
条
例

3,430

28

3,458

第
６
条
第
３
号

条
例
第
７
条
第
４
号
犯
罪
捜
査
等
情
報
又
は

35

0

35

旧
条
例
第
６
条
第
４
号

旧
条
例
第
６
条
第
５
号
国
地
方
公
共
団
体
等

、

0

0

0

関
係
情
報

条
例
第
７
条
第
５
号
審
議
検
討
等
情
報
又

、
753

2

755

は
旧
条
例
第
６
条
第
６
号

条
例
第
７
条
第
６
号
事
業
執
行
過
程
情
報
又

746

29

775

は
旧
条
例
第
６
条
第
７
号

旧
条
例
第
６
条
第
８
号
合
議
制
機
関
等
関
係
情

0

0

0

報

合
計

7,012

86

7,098

注
１

事
案
に
よ
り
複
数
の
不
開
示
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め

合
計
数
は
一
部
開
示

、
及
び
不
開
示

（公
文
書
の
不
存
在
を
除
く

）の
決
定
件
数
の
合
計
と
一
致
し
な
い
場
合
が

。
あ
る
。

２
条
例
第
７
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
旧
条
例
第
６
条
各
号
は
、

条
例
附
則
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
前
の
福
島
県
情
報
公
開
条

例

（平
成
２
年
福
島
県
条
例
第

号

）第
６
条
各
号
を
示
す
。

３
不
服
申
立
て
の
状
況

況
は

次
の
と
お
り
で
あ
る

、
。

⑴
件
数

（単
位
件

）

不
服

申
立

て
決

定

取
下
げ
審
理
中

前
年
度
か
ら
の
当
該
年
度
中
に

一
部

却
下
棄
却
認
容

小
計

繰
越
件
数
あ
っ
た
新
規
件
数

認
容

9

11

1

0

1

4

6

0

14

⑵
件
名
等

申
立
て
年
月
日

件
名

決
定
等
の
区
分

「打
合
せ
記
録
票

」等
の
不
開
示
決
定
に
一
部
認
容

対
す
る
異
議
申
立
て

「打
合
せ
記
録
票

」等
の
不
開
示
決
定
に
一
部
認
容

対
す
る
異
議
申
立
て

「委
員
候
補
者
の
推
薦
依
頼
文

」等
の
一
部
開
示
決
定
一
部
認
容

に
対
す
る
異
議
申
立
て

「昇
任
選
考
考
査
解
答
例

」の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
認

容
る
異
議
申
立
て

「修
学
旅
行
に
関
係
す
る
文
書

」の
一
部
開
示
決
定
に
審

理
中

対
す
る
異
議
申
立
て

「福
島
県
情
報
公
開
審
査
会
の
会
議
録

」の
一
部
開
示
審

理
中

決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「被
ば
く
線
量
等
に
関
す
る
文
書

」の
不
開
示
決
定
に

審
理

中
対
す
る
異
議
申
立
て

「健
康
調
査
実
施
の
指
示
等
の
打
合
せ
メ
モ
等
の
文
書

」

審
理

中
の
不
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

41

行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
37年

法
律
第
160号

)
に
基
づ
く
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
等
の
状

平
成
23年
１
月
７
日

平
成
23年
１
月
７
日

平
成
23年
10月
24日

平
成
24年
１
月
25日

平
成
24年
２
月
20日

平
成
24年
５
月
６
日

平
成
24年
10月
２
日

平
成
25年
３
月
11日

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(行
政
課
)

(用
地
課
)
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「福
島
県
県
南
保
健
福
祉
事
務
所
に
対
す
る
調
査
等
に
却

下
関
す
る
文
書

」の
不
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「甲
状
腺
が
ん
と
診
断
さ
れ
た
者
及
び
悪
性
又
は
悪
性

の
疑
い
と
診
断
さ
れ
た
者
に
関
す
る
文
書

」の
不
開
示
審

理
中

決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「甲
状
腺
検
査
専
門
委
員
会
の
配
付
資
料

」の
一
部
開
審

理
中

示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「工
場
立
地
法
に
基
づ
く
届
出

」の
一
部
開
示
決
定
に
一
部
認
容

対
す
る
異
議
申
立
て

「猛
禽
類
検
討
委
員
会
議
事
録

」等
の
一
部
開
示
決
定
審

理
中

に
対
す
る
異
議
申
立
て

「特
定
の
法
人
間
の
業
務
委
託
契
約
書

」等
の
一
部
開
審

理
中

示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「工
場
立
地
法
に
基
づ
く
届
出

」の
一
部
開
示
決
定
に
審

理
中

対
す
る
異
議
申
立
て

「基
本
調
査
専
門
委
員
会
の
議
事
録
及
び
配
付
資
料

」
審

理
中

の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「甲
状
腺
検
査
の
実
施
状
況
に
係
る
集
計
表

」の
一
部
審

理
中

開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
登
録
等
状
況
報
告
書
及
び
産
業

廃
棄
物
管
理
票
交
付
等
状
況
報
告
書

」の
一
部
開
示
決
審

理
中

定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「甲
状
腺
検
査
２
次
検
査
実
施
者
の
男
女
別
人
数

」の
審

理
中

不
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

「宗
教
法
人
の
備
付
書
類

」等
の
不
開
示
決
定
に
対
す
審

理
中

る
異
議
申
立
て

(文
書
法
務
課
)

福
島
県
議
会

公
告
第
一
号

福
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

福
島
県
議
会
議
長

平

出

孝

朗

１
公
文
書
の
開
示
請
求
の
件
数

３
件

２
公
文
書
の
開
示
の
決
定
等
の
状
況

⑴
決
定
等
の
状
況

（単
位

件

）

区
分

件
数

全
部

開
示

3

開

一
部

開
示

0

示
小

計

3

不
開

示

0

う
ち
公
文
書
の
不
存
在

0

請
求

の
取

下
げ

0

却
下

0

合
計

3

注

」

請
求

「

と
は

条
例
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
公
文
書
の
開
示
の
請
求
を
い
う

、
。

⑵
不
開
示
理
由
の
内
訳

（単
位

件

）

条
例
第
８
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
の
区
分

一
部
開
示

不
開
示

合
計

平
成
25年

３
月
24日

平
成
25年

４
月
18日

平
成
25年

４
月
18日

平
成
25年

５
月
10日

平
成
25年

５
月
10日

平
成
25年

５
月
28日

平
成
25年

７
月
17日

平
成
25年

７
月
22日

平
成
25年

７
月
25日

平
成
25年

８
月
15日

平
成
25年

10月
９
日

平
成
26年

１
月
10日
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第
１
号

（法
令
秘
情
報

）

―

―

―

第
２
号

（個
人
情
報

）

―

―

―

第
３
号

（事
業
情
報

）

―

―

―

第
４
号

（犯
罪
捜
査
等
情
報

）

―

―

―

第
５
号

（審
議

検
討
等
情
報

）

―

―

―

、

第
６
号

（事
業
執
行
過
程
情
報

）

―

―

―

第
７
号

（議
会
の
会
派
又
は
議
員
の
活
動
に
関

―

―

―

す
る
情
報

）

合
計

―

―

―

注
事
案
に
よ
り
複
数
の
不
開
示
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め

合
計
数
は
一
部
開
示
及

、
び
不
開
示

（公
文
書
の
不
存
在
を
除
く

）の
決
定
件
数
の
合
計
と
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る

。
。

３
不
服
申
立
て
の
状
況

決
定
等
の
状
況
は

次
の
と
お
り
で
あ
る

、
。

（単
位

件

）

不
服

申
立

て
決

定

取
下
げ
審
理
中

前
年
度
か
ら
の
当
該
年
度
中
に

一
部

却
下
棄
却
認
容

小
計

繰
越
件
数
あ
っ
た
新
規
件
数

認
容

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
総

務

課
）

行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
37年

法
律
第
160号

)
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
く
不
服
申
立
て
に
対
す
る


